
流山市地域防災計画修正案に係るパブリックコメント実施要領 

 

 

１ 件 名 

流山市地域防災計画修正案についての意見等募集 

 

２ 目 的 

この要領は、流山市地域防災計画を修正するに当たり、広くその素案を公表

し、市民等の意見等を聴くことによって、計画作成に係る市民等の参画の機会

を保障するとともに、意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図る

ことを目的としています。 

 

３ 事業内容 

流山市地域防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法の改

正に基づき、平成２４年８月に修正を行ったところですが、その後の災害対策

基本法等の改正をはじめ、国の防災基本計画、千葉県地域防災計画の修正が行

われたことにより、現行の「流山市地域防災計画」の修正を行うものでありま

す。 

 

４ 資料内容及び公表方法等 

（１）公表する資料 

・流山市地域防災計画修正概要 

・流山市地域防災計画修正案 

 

（２）公表の方法 

・市役所第２庁舎２階防災危機管理課び市役所第１庁舎２階情報公開コー

ナー、市内各出張所、各公民館、各図書館、生涯学習センターで閲覧でき

ます。 

・流山市ホームページで閲覧できます 。 

 

５ 意見等が提出できるもの 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内に事務所又は事業所を有する者 

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

エ 市内に存する学校に在学する者 

 



６ 意見等募集期間 

平成２８年 ９月１日（木）から平成２８年９月３０日（金）まで 

※ 郵送の場合は、平成２８年９月３０日（金）必着となります。 

 

７ 意見等の提出方法及び提出先 

意見等は、原則、別紙様式による提出としますが、住所・氏名・意見等必要

事項が明記されている場合は、任意様式も可とします。 

① 直接持参：市役所第２庁舎２階市民生活部防災危機管理課窓口 

② 郵送：〒270-0192 流山市平和台１丁目１番地の１ 

流山市役所市民生活部防災危機管理課 

③ ファクシミリ：04-7150-2862 

④ 電子メール：seikatuanzen@city.nagareyama.chiba.jp 

 

８ その他 

（１）提出いただいたご意見等に対する回答はいたしません。意見等募集期間終

了後、全てのご意見について整理したうえで計画作成の参考にさせていただ

きます。 

また、ご意見に対する市の考え方につきましては、市役所第２庁舎２階防災

危機管理課、市内各出張所、各公民館、各図書館、生涯学習センター並びに流

山市ホームページで公表します。 

（２）パブリックコメントに対して寄せられたご意見等は、ご住所・ご芳名を除

き、そのままの形で公表することがありますので、個人が特定される内容は意

見本文中には記載しないでください。 

（３）電話・口頭でのご意見等は、パブリックコメントとして取り扱えませんこ

とをご承知ください。 

 

９ 実施担当課 

流山市平和台１丁目１番地の１ 

流山市役所市民生活部防災危機管理課 

ＴＥＬ：０４－７１５０－６３１２ 

ＦＡＸ：０４－７１５０－２８６２ 


